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令和２年第９回川島町教育委員会定例会議録 

 

１ 日  時 令和２年９月２５日(金)午後１時３０分から午後２時２５分 

２ 場  所 川島町役場 第１委員会室 

３ 出 席 者 中村正宏教育長、及川三栄子教育長職務代理者、利根川 徹委員、 

今井 茂夫委員、仁宮 牧子委員 

４ 執 行 部 石川教育総務課長、小久保生涯学習課長 

５ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告  

日程第 ５ （議案第２８号）令和３年度当初教職員人事異動の方針について 

日程第 ６ （報告第４５号） 区域外就学の承諾について（当日資料配布・回収） 

日程第 ７ （報告第４６号） 令和２年度就学援助受給申請者の認定について 

                             （当日資料配布・回収） 

日程第 ８ （報告第４７号） 公民館の施設移転に関する説明会について 

                           （当日資料配布） 

６ 議事の経過 別紙のとおりを定めること 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 書  記  教育総務課 主幹 松本 竹司 
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事 務 局 職 員   事務局より報告します。 

本日の定例会に傍聴人はおりませんでした。 

 

【開 会】 

教 育 長  皆さん、こんにちは。 

本日の出席委員は、４名であります。定足数に達しておりますので会議は 

成立いたします。また、事務局からは教育総務課長、生涯学習課長が出席し 

ております。 

ただ今から令和２年第９回教育委員会定例会を開会いたします。 

 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

教 育 長  会議録署名委員の指名につきまして、署名委員は、利根川委員にお願いい

たします。 

 

 

【日程第２ 会期の決定】 

教 育 長  会期の決定ですが、本日限りとします。 

 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】   

教 育 長  令和２年第８回教育委員定例会会議録の承認について、質疑等がありまし 

たら挙手をお願いします。 

教 育 長  質疑がないようなので、承認します。 

 

 

【日程第４ 教育長報告】 

教 育 長   ・広報かわじま９月号特集 ～川島町の英語教育は今～ について 

          

          

教 育 長  本日の議題の議案第２８号「令和３年度当初教職員人事異動の方針について」 

は会議を公開することにより教育行政の公正または、円滑な運営に著しい支障

が生じるおそれがあることから、川島教育委員会会議規則第１２条第１項第５

号の規定に基づき、当議案については、非公開とすることを提案します。 

また、報告第４５号「区域外就学の承諾について」、４６号「令和２年度就 

学援助受給申請者の認定について」は、同規則第４号の「個人に関する情報を

含み、会議を公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあること」

に該当するため、非公開にすることを提案します。 

 

教 育 長    議案第２８号及び報告第４５号、４６号につきましては、非公開にする 

ことについて、ご異議はございませんか。 

（異議なし） 
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教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案第２８号及 

び報告第４５号、４６号につきましては、非公開とします。 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第５ 議案第２８号】 

教 育 長  議案第２８号「令和３年度当初教職員人事異動の方針について」事務局から 

説明させていただきます。 

事 務 局  （説明） 

教 育 長  議案第２８号「令和３年度当初教職員人事異動の方針について」について質 

疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

教 育 長  他に質疑がないようなので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思いま 

す。議案第２８号について異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって議案第２８号は、 

原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第６ 報告第４５号】  

教 育 長  次に報告第４５号「区域外就学の承諾について」事務局から説明させていた 

        だきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長  事務局より説明がありました、報告第４５号について質疑又は意見がありま 

したら挙手にてお願いします。 

教 育 長  質疑がないようですので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。 

報告第４５号について異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって報告第４５号は、 

原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホ－ムペ－ジに掲載 

【日程第７ 報告第４６号】  

教 育 長  次に報告第４６号「令和２年度就学援助受給申請者の認定について」事務局

から説明させていただきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長  事務局より説明がありました、報告第４６号について質疑又は意見がありま 

したら挙手にてお願いします。 

教 育 長  質疑がないようですので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。 

報告第４６号について異議はございませんか。  

         （異義なし）  

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって報告第４６号は、 
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原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第８ 報告第４７号】  

教 育 長  次に報告第４７号「公民館の施設移転に関する説明会について」事務局から 

説明させていただきます。 

事  務  局  （説明） 

教  育  長  事務局より説明がありました、報告第４７号について質疑又は意見がありま 

したら挙手にてお願いします。 

利 根 川 委 員  説明会に参加しましたが、参加者から内容が曖昧で、決定されていない内容

についての説明がされているとの指摘がありました。 

         住民からのさまざまな質問をきちんと想定し、Ｑ＆Ａを作成し、対応すべき

であったように思います。 

         また、住民からすると「公民館の施設移設について」の説明が唐突な印象を

受けたとの声もありました。 

         もう少し早い段階から、住民には周知すべきだったと思います。 

今 井 委 員  旧出丸小学校、旧小見野小学校は公民館の施設としてではなく、避難所等に 

も活用する施設だと思います。公民館のことだけでなく、全体的な利用方法 

について住民に説明すべきだと思います。 

教  育  長  今回は公民館について説明しました。今後決定し次第、その都度住民のかた 

に説明していきたいと考えています。 

及川教育長職務代理者  住民のかたには懇切丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

教 育 長  他に質疑がないようですので、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思い 

ます。報告第４７号について異議はございませんか。 

         （異義なし）  

教 育 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって報告第４７号は、 

原案をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 

【閉 会】   

教  育  長  以上をもちまして、令和２年第９回教育委員会定例会を閉会します。 


